
医療情報取得加算 

 

 

当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴、薬

剤歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用する

ことで質の高い医療の提供に努めています。 

 

國が定めた診療報酬算定要件に伴い、令和６年１２月１日より下記

のとおり診療報酬点数を算定いたします。マイナ保険証によるオン

ライン資格確認など、ご理解ご協力をお願いします。 

 

初診  現行保険証・マイナ保険証提示有無にかかわらず １点 

再診（３月に１回） 現行保険証・マイナ保険証提示有無にかかわ

らず １点 

 

 

令和 7 年 5 月 1 日  

医療法人興生会 相模台病院  


